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No. カテゴリ 質問内容 回答

1 制度全般に関すること

都道府県の所管する児童養護施設で、市町村が子
育て短期支援事業を実施しているなど、ひとつの施
設で所管行政庁の異なる複数事業が実施されてい
る状況において、虐待事案が発生した場合、被害者
の利用事業に合わせ通報窓口は都道府県と市町村
で分かれるのか。

虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、所管行政庁に関わらず、都道府県又
は市町村のいずれかに通報することとしています。このため、質問のケースにおいて
は、いずれの施設・事業で虐待が発生したとしても、まずは速やかに都道府県又は市
町村に通報することとしてください。
なお、通報を受けた自治体において、自らが所管行政庁ではない施設等の利用児童
への虐待と認められる場合は、所管行政庁に対して速やかにその旨の通知をお願い
します。

2 制度全般に関すること

公立の保育所のような、市町村が設置し県には届
出をする施設についても所管行政庁は県となるので
しょうか。また、公立と私立で虐待通報への対応に
違いはありますでしょうか。

お見込みのとおり県となります。通報を受け付けた後の対応に違いはございません。

3 制度全般に関すること
幼稚園型認定こども園の所管行政庁は、幼稚園に
対する指導監督権限を有する行政機関か、それとも
認定こども園として認定権限を持つ行政機関か。

幼稚園型認定こども園については、幼稚園に対する指導監督権限を有する行政機関
が所管行政庁となります。
同様に、保育所型認定こども園については保育所の認可権者、地方裁量型認定こど
も園は認可外保育施設に対する指導監督権限を有する行政機関が所管行政庁となり
ます。

4 制度全般に関すること

虐待通報があったものの、匿名希望により通報者の
職種や氏名の情報提供がなかった場合又は通報者
から施設名の情報提供がなかった場合の対応はど
うするのか。

匿名でもよいことを伝え、通報者に安心感を与えた上で、施設名を含む事実確認に必
要な情報の収集に努めることとしてください。

5 制度全般に関すること

保育所等の児童への聞き取りは専門的な知識を有
する者が行った方がよいと考えれられるが、専門的
な知識を有する者がいない場合の児童への聴取事
項や対応方法はどうするのか。

児童相談所や都道府県等に相談の上で、専門的な知識を有する人材を派遣していた
だいたり、専門人材からアドバイスをいただきながら対応することが望ましいです。
それが難しい場合であっても、聞き取り調査を行う際には、二次被害（調査に際しての
配慮に欠けた対応によって傷つくこと）が生じないよう、こどもの状況や心情に配慮した
対応等が必要です。

保育所等の職員による虐待に関する通報義務等に関するQ＆A
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6 制度全般に関すること
虐待に関する通報義務等に関して、指定都市等は
どのような対応が必要か。

地方自治令第174条の26、第174条の49の２又は児童福祉法施行令第45条の３の規
定に基づき、指定都市、中核市又は児童相談所設置市（以下、「指定都市等」という。）
に都道府県知事の権限が移譲されている場合は、当該指定都市等が児童福祉法上
の「所管行政庁」として必要な措置を講じることとしています。
ただし、公表については、都道府県が指定都市等の状況を含め一括して行います。

7 制度全般に関すること

保育所等の職員が虐待を発見し、その旨を施設長
に相談し、施設内の話合い等で状況の改善が図ら
れ、事態が解決した場合でも、虐待を発見した者は
自治体への通報義務を負うのか。

児童福祉法第33条の12第１項の規定により、虐待を受けたと思われる児童を発見した
者は、速やかに自治体へ通報する義務があります。

8 制度全般に関すること 保護者は通報義務の対象になるか。
法律上、保護者や職員であるかにかかわらず、虐待と疑われる事案を発見した者は、
速やかに自治体へ通報することを義務化しています。

9 制度全般に関すること

虐待の通報の定義を伺いたい。通報者による虐待
について通報したいという言葉を以て、自治体は審
議会報告等のフローに係る対応を必ず全て行わな
ければならないか。

虐待を受けたと思われる児童を発見した場合の通報に対して、虐待の防止や児童の
保護のために行政の介入が必要と認めるものは、虐待通報として処理する必要があり
ます。

10 制度全般に関すること

外部事業者の講師が、保育所や幼稚園等の教育・
保育活動の一環として行う事業の中で虐待を行った
場合、法に定める「被措置児童等虐待」や「入園児
虐待」に該当するのか。

保育所や幼稚園等において、外部事業者の関与の下で実施される保育所や幼稚園等
の教育・保育活動の中で、外部事業者等による虐待が行われた場合は、児童福祉法
等に定める「被措置児童等虐待」や「入園児虐待」に該当します。
一方で、保育所や幼稚園等において、保護者と外部事業者等が直接契約を結んで提
供される、保育所や幼稚園等の教育・保育活動とは別枠の追加的なサービスの中で、
外部事業者等による虐待が行われた場合は、「被措置児童等虐待」や「入園児虐待」
に該当しません。ただし、その場合も、在園児の安全を確保することは必要であること
から、保育所や幼稚園等は所管行政庁へ報告をした上で、事業者との契約を見直す、
関係機関と連携して虐待を受けたこどものケアを行う等の対応が求められるものと考
えます。
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11 制度全般に関すること

児童福祉法の一部を改正する法律（令和７年法律
第29号）の施行日（令和７年10月１日）以前に虐待
が疑われる行為がなされ、施行日以後にその旨の
通報を受け付けた場合、自治体は通報に対応する
義務があるか。

法施行前に生じた事案であっても、法施行後に通報を受け付けた場合は、所管行政庁
は事実確認等の必要な措置を講じる義務があります。
なお、通報を受けた時点で、虐待を受けたと思われる児童が既に保育所等を退所又
は転所している場合であっても、上記の措置を講じる必要があります。

12 審議会等の指定・報告に関すること
結果的に虐待でもなく不適切な保育でもない、という
結論に至ったケースについても、その過程で事実確
認等を行った場合は審議会の報告対象となるか。

虐待と疑われる事案について通報を受けて、事実確認等を行った場合は、虐待か否
かにかかわらず審議会への報告が必要です。
なお、ガイドラインｐ45に記載のとおり、審議会への報告の仕方については、重大な事
案や所管行政庁として判断に迷った事案を中心に意見を求めるなど、各所管行政庁
において必要な工夫をしつつ、より効果的な運用をお願いします。

13 審議会等の指定・報告に関すること
事実確認の結果、虐待に該当しないと判断したもの
について、どのような項目を児童福祉審議会へ報告
する必要があるのか。

虐待に該当しないと判断した場合は、児童福祉法施行規則第36条の29に規定する児
童福祉審議会への報告事項のうち下記①②③⑤についての報告が必須になります。
④⑥についての報告は必須ではございません。
（ガイドラインｐ45より抜粋）
①通報等がなされた保育所等の情報（名称、所在地、施設種別等）
②虐待を受けた（又は受けたと思われる）こどもの状況（性別、年齢、その他心身の状
況）
③確認できた虐待の状況（虐待の種別、内容、発生要因）
④虐待を行った施設職員等の氏名、年齢、職種
⑤所管行政庁において行った対応の内容
⑥虐待があった保育所等において改善措置が行われている場合にはその内容

14 審議会等の指定・報告に関すること

児童福祉法第33条の10第3項において、児童福祉
審議会を設置しない市町村における審議会等とは、
「児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識
経験のある者であって第33条の15第1項に規定する
事項に関し公正な判断をすることができるもののう
ちから当該市町村の長があらかじめ指定する者」と
あるが、既存の子ども・子育て会議を審議会としてよ
いか。

既存の会議の委員を指定する等であれば差し支えございません。
また、既存の会議の所掌事務において、児童福祉法に基づく児童福祉審議会としての
事務が含まれる場合は、児童福祉法第33条の10第３項の「審議会等」とすることがで
きます。

15 審議会等の指定・報告に関すること

都道府県が所管行政庁となる保育所等について
は、都道府県において、虐待の判断を行うことが示
されているが、判断に迷う場合、児童福祉審議会と
は別の専門家や、第三者委員会に虐待判定に係る
意見を伺うことは問題ないか（児童福祉審議会には
別途報告を行う。）

問題ございません。
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16 審議会等の指定・報告に関すること
児童福祉審議会等の委員として、必ず医師を追加し
なければならないか。また、委員の人数に下限はあ
りますでしょうか。

ガイドラインにおいては、虐待の対応等についてご意見いただくにあたり、望ましいと
考えらえる構成をお示ししております。審議会の構成については人数の下限も含め自
治体において適切にご判断ください。

17 審議会等の指定・報告に関すること

市町村児童福祉審議会を設置しておらず、市町村
児童福祉審議会の委員に相当する者をあらかじめ
指定するにあたり、県の児童相談所の所長や同所
の虐待防止の所管課長などを報告先とすることは
可能か。

県の職員等に意見を求めることは差し支えないですが、市町村児童福祉審議会に相
当する者として虐待状況の公表を行う都道府県の職員を指定することは、公正な判断
を期待できない可能性があるため、指定先として望ましくないと考えています。

18 審議会等の指定・報告に関すること

児童福祉法には「市町村児童福祉審議会を設置し
ない市町村にあっては児童福祉の～公正な判断を
することができるもののうちから当該市町村の長が
あらかじめ指定する者」 とある。児童福祉の専門家
（大学の教授等）を単独で指名し、複数人ではなく、
個人（１名）を報告先とすることは可能か。

差し支えございません。

19 審議会等の指定・報告に関すること
市町村が所管行政庁の場合に、都道府県の児童福
祉審議会を報告先としてよいか。

都道府県の児童福祉審議会自体を指定することは想定しておりませんが、都道府県
の児童福祉審議会の各委員を「児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験
のある者であって第33条の15第１項に規定する事項に関し公正な判断をすることがで
きるもののうちから当該市町村の長があらかじめ指定する者」として指定し、報告先と
することは可能です。

20 審議会等の指定・報告に関すること

児童福祉審議会を設置していないが、「地域連絡協
議会」を設置し、その中で学識経験者や児童福祉事
業等に従事する委員を招集し「代表者会議」を開催
している。この会議を「児童福祉審議会」に相当する
ものと位置付けても差し支えないか。

既存の会議体の所掌事務において、児童福祉法に基づく児童福祉審議会としての事
務が含まれる場合は、児童福祉法第33条の10第３項の「審議会等」とすることができま
す。
また、児童福祉審議会以外の既存の会議の委員を指定する等でも差し支えございま
せん。
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21 審議会等の指定・報告に関すること
虐待に関し、専門的・客観的な立場からの意見を必
要とする場合に、児童福祉審議会に諮るのではな
く、個別に専門家に意見を求めて対応してよいか。

専門家に個別に意見を求めることは差し支えないですが、所管行政庁において事実確
認等の措置を講じたあとは、児童福祉法第33条の15の規定に基づき、当該措置の内
容や児童の状況等について、児童福祉審議会に報告する必要がございます。

22 審議会等の指定・報告に関すること

市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあっ
ては、市町村児童福祉審議会の委員に相当する者
をあらかじめ指定する必要があるが、その指定方法
の規定又は例示はあるか。

各自治体において必要な手続を行っていただくものと承知しており、具体的な指定方
法について法令上の規定等は設けておりません。

23 審議会等の指定・報告に関すること
年度内に起こった虐待事案について、年度内に審
議会への報告が必須か。

必須ではありません。
ただし、重大な事案は早急に意見を求めるなど、各所管行政庁において適切な運用を
お願いします。

24 公表に関すること
都道府県は毎年度、虐待の状況等についてとりまと
め、公表することとしているが、令和７年度末には都
道府県での公表が必要ということか。

法律が施行される令和７年10月1日から令和８年３月31日までの虐待の状況等をとり
まとめた結果を公表する必要がございます。
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25
他の自治体や関係機関との連携に関

すること
警察との連携はどのようなスキームになっているの
か。

警察への情報提供については、調査を進める中でこどもの最善の利益の観点から告
訴、告発が必要な場合は躊躇なく判断し、被害者による告訴の支援や行政としての告
発を行うことが必要です。
また、警察との連携については、何かあってから突然に連絡するのではなく、日頃から
意見交換等の機会を持ち、円滑な協力関係を作ることが必要です。

26
他の自治体や関係機関との連携に関

すること

都道府県が所管行政庁の施設内において、市町村
が所管行政庁の事業を行っている場合に、事業の
利用児童への虐待事案が起きたときの対応はどう
なるのか。

市町村が所管行政庁である事業の利用者に対する虐待事案については、ガイドライン
のｐ28もご参考の上、事業の所管行政庁である市町村が主導で対応を担いつつ、事実
確認や情報収集においては、実施場所である施設の所管行政庁である都道府県とも
適切にご連携ください。

27
放課後児童健全育成事業、児童館、
子育て短期支援事業・児童育成支援

拠点事業に関すること

児童館における対応は「保育所や幼稚園等におけ
る虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイド
ライン」ｐ14に例示されている保育所の対応と同様で
よいのか。

児童館については、ガイドラインで例示されている保育所とは異なり都道府県のみが
指導監督権限を有するため、都道府県において児童福祉法に規定されている事実確
認や安全確保措置等を行っていただく必要があります。
市町村も、自らが設置主体である施設の運営を事業者に委託している場合等におい
て、委託元としての責任の範囲内で事実確認等を行っていただくことは想定されます
が、児童福祉法第33条の14第２項等に規定がある事実確認等を実施するのは、所管
行政庁である都道府県となります。
なお、指定都市・児童相談所設置市が設置及び認可する児童館に関する虐待通報に
ついては、当該指定都市又は児童相談所設置市の市長が所管行政庁として、事実確
認や安全確保措置等を行うこととなります。一方、中核市については、他の市町村同
様都道府県が所管行政庁となります。

28 その他
P14の虐待対応の全体像（例：保育所の場合）は、
幼保連携型認定こども園においても同様の事務フ
ローと考えてよいか。

認定こども園についても、保育所の事務フローを参考に対応をお願いいたします。

29 その他

一般市町村に認可外保育施設の届出の受理や指
導等事務を事務処理特例条例で権限移譲してい
る。今回の改正において認可外保育施設の被措置
児童等虐待の所管行政庁は都道府県となっている
が、所管行政庁の事務を事務処理特例により一般
市町村に移譲することは可能か。

地方自治法の法の趣旨を逸脱しない範囲内において、権限の委譲を行うことは可能で
す。

※本文中に「ガイドライン」とあるのは、「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」（令和７年８月改訂）とする。


